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菅義偉内閣総理大臣による日本学術会議会員候補者任命拒否に強く抗

議し、任命されなかった６名を直ちに任命するよう求める理事長声明   

 

１  ２０２０年（令和２年）１０月１日、政府は、菅義偉内閣総理大

臣（以下「菅首相」という。）が、日本学術会議が推薦した次期日本

学術会議の会員候補者１０５名のうち６名を任命しなかった（以下

菅首相が会員候補者を任命しなかった行為を「本件任命拒否」とい

う。）ことを記者会見で明らかにした。  

２  日本学術会議は、戦前に大日本帝国憲法下で存在した学術研究会

議を源流とする組織であり、戦争中、学術研究会議が戦争遂行に協

力したことに対する反省に立脚し、内閣総理大臣所轄の組織として

１９４９年（昭和２４年）１月に設立された。一時、総務大臣の所

轄とされたが、現在は内閣総理大臣の所轄であり（日本学術会議法

（以下「法」という。）１条２項）、「わが国の科学者の内外に対する

代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活

に科学を反映させることを目的とする」（法２条）機関である。  

３  また、日本学術会議は、「科学に関する重要事項を審議し、その実

現を図ること。」及び「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を

向上させること。」を「独立」して行う機関であって（法３条）、科

学に関する研究等諮問することを適当と認める事項について政府か

ら諮問を受ける（法４条）。のみならず、政府の諮問等によらずに「日

本学術会議の目的の遂行に適当な事項」という幅広い事項について、

独自に勧告を出すことができる（法５条 6 号）。  

政府の諮問等によらずに勧告を出す権限が付与されたということ

は、日本学術会議には、政府の方針とは必ずしも同じではなくとも

あえて勧告を行うことが法によって求められていることを意味する。
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科学に関する重要な政策についての視点と考察の多様性が確保され

るためのものであり、その意味で日本学術会議の独立性は極めて高

度なものが求められているのである。  

  すなわち、日本学術会議は、憲法２３条の保障する学問研究の自

由と密接にかかわる使命を有しつつ、その高度な独立性が求められ

る機関である。  

４  さらに、日本学術会議の会員は内閣総理大臣が任命する（法７条

２項）と法が定めるが、１９８３年（昭和５８年）、日本学術会議の

会員選定方法が法改正により選挙制から学会推薦に基づく内閣総理

大臣の任命へと変更された際、その「任命」の意味が国会において

議論の対象となった。この議論の中で政府は、「学会やらあるいは学

術団体から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的な

任命に過ぎません」（同年５月１２日参議院文教委員会における中曽

根康弘内閣総理大臣答弁）と国会で答弁した。これら国会における

政府の答弁を前提として内閣総理大臣の任命とする法改正がなされ

たのである。  

５  こうした法の趣旨目的、日本学術会議が持つ高度の独立性及び法

の改正過程からすれば、内閣総理大臣による会員の任命はまさに形

式的なものにすぎないのである。  

このことは、内閣総理大臣が任命する会員の候補者の選出が「優

れた研究又は業績がある科学者のうちから」行われる日本学術会議

の推薦に委ねられていること（法１７条）、内閣総理大臣は、この日

本学術会議の「推薦に基づいて」会員を任命すべきものとされてい

ること（法７条２項）、さらに、内閣総理大臣は、会員に不適当な行

為があった場合でも日本学術会議からの申出に基づく場合でしか退

職させることができない（法２６条）ことからも明らかである。  
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６  ２００４年（平成１６年）、日本学術会議の会員選定方法が、学会

推薦から日本学術会議が選考推薦する方式へ変更された。この審議

に際し、当時の所轄の総務省が内閣法制局に提出した法案審査資料

においても、「日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、内

閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない」と明記され

ていた。これを前提として上記の推薦方法を変更する法改正がなさ

れており、当時の政府も内閣総理大臣の任命は形式的なものである

ことを確認していた。  

７  にもかかわらず、菅首相は、任命を拒否する理由について特段の

説明もなく本件任命拒否を行った。このような広い裁量が内閣総理

大臣にあるとの解釈は、法１７条が唯一の会員選定の基準として定

める「優れた研究又は業績がある科学者」であるか否かの判断をあ

たかも内閣総理大臣がなしうることを前提とするが如きであり、上

記の各法改正時における提案者たる政府の説明や提出資料に明らか

に反するものである。上記のように、これらの説明や提出資料を前

提として各法改正がなされたのであるから、その内容は法に取り込

まれたものと解するべきであり、単なる「政府解釈」によって変更

されうるものではない。法解釈の変更は一切許されないものではな

いが、法改正の審議時に提案者が示した解釈を変更するには、それ

相応の根拠が必要と思われるところ、その根拠は全く示されていな

いのである。  

８  本件任命拒否は、以上のような誤った法解釈に基づき、何らの理

由を説明しないまま行ったものであり、法執行機関である行政機関

が法を曲げ、国会における議論を無視したものであって、日本学術

会議法に反し違法であるのみならず、学問研究の自由を保障する憲

法２３条を脅かすものである。  
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さらにいえば、内閣は「法律に定める基準に従ひ、官吏に関する事

務を掌理する」（憲法７３条４号）という憲法上の要請に反するもの

であって、到底是認できない。  

仮に、内閣総理大臣が会員候補者の任命を拒否することができる

例外があり得るとしても、その理由が広く是認されうる明確な場合

に限られ、その理由については十分に説明されなければならない。

しかるに、これまで政府はこの点に関し「総合的・俯瞰的観点から」

との曖昧な説明しかしておらず、政府の説明責任を果たしたものと

は到底評価できないのであって、その点からも違法な任命拒否と言

わざるを得ない。  

９  よって、当連合会は、本件任命拒否に対して強く抗議するととも

に、本件任命拒否により任命されなかった６名を直ちに任命するよ

う求める。  

 

       ２０２１年（令和３年）２月１８日  

 

               近畿弁護士会連合会  

                理事長   道  上    明  

 


